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お
知
ら
せ
　 

町
県
民
税
（
森
林
環
境
税
を

含
む
）
の
納
付
は
６
月
か
ら

　
課
税
さ
れ
る
方
に
は
、
次
の
①

〜
③
の
各
通
知
書
で
年
税
額
な
ど

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
昨
年
度
の

申
告
内
容
や
収
入
の
種
類
な
ど
に

よ
り
、
複
数
の
方
法
で
納
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
非
課
税
の
方
に
は
通
知
書
は
届

き
ま
せ
ん

納
付
方
法
◀

①
給
与
所
得
等
に
係
る
町
民
税
・

県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通

知
書

　
6
月
～
令
和
9
年
5
月
の
給
与

か
ら
、
町
県
民
税
を
12
回
に
分
け

て
天
引
き
し
、
事
業
所
が
納
付
し

ま
す
。

②
公
的
年
金
所
得
に
係
る
年
金
特

徴
税
額
の
決
定
通
知
書

　
4
月
～
令
和
9
年
2
月
の
偶
数

月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
か
ら

町
県
民
税
を
天
引
き
し
ま
す
。

4
・
6
・
8
月
は
前
年
度
に
通
知

し
た
仮
徴
収
税
額
を
天
引
き
し
ま

す
。
②
に
加
え
①
の
方
法
で
も
納

付
す
る
方
は
、
②
の
通
知
書
に
内

訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
納
税
通
知
書
（
普
通
徴
収
分
）

　
年
税
額
の
う
ち
、
①
②
以
外
の

税
額
を
4
回
に
分
け
て
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
納
付
し
ま
す
。

③
に
加
え
①
ま
た
は
②
の
方
法
で

も
納
付
す
る
方
は
、
③
の
通
知
書

に
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
税
務
課 

 

２
１
５
２

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
が

で
き
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間

な
ど
に
該
当
す
る
方
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険

固
定
資
産
税
の
算
出
基
礎
と
な
る

評
価
額
を
決
定
し
ま
す
。 

該
当

す
る
お
宅
に
は
、
町
税
務
課
職
員

が
事
前
に
日
程
調
整
を
し
た
上
で

調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
と
き
は
、
滅
失
登
記
を

行
っ
た
場
合
を
除
き
、
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
税
務
課 

 

２
１
５
４

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

　
次
に
掲
げ
る
年
数
に
お
い
て

無
事
故
無
違
反
の
方

①
5
年
以
上
10
年
未
満

②
10
年
以
上
15
年
未
満

③
15
年
以
上
20
年
未
満

④
20
年
以
上
25
年
未
満

⑤
25
年
以
上
30
年
未
満

⑥
30
年
以
上
35
年
未
満

⑦
35
年
以
上
40
年
未
満

⑧
40
年
以
上

※
過
去
に
受
賞
歴
が
あ
る
方
も
、

よ
り
上
位
の
表
彰
区
分
で
あ
れ
ば

申
請
が
可
能
で
す

必
要
書
類
◀

⃝

表
彰
申
請
書

⃝

埼
玉
県
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
発
行
の
無
事
故
無
違
反
証
明

書
（
証
明
書
の
発
行
に
は
、
14
日

ほ
ど
か
か
り
ま
す
）

⃝

交
通
安
全
協
会
会
員
証

※
申
請
書
類
は
、
上
尾
地
方
交
通

安
全
協
会
（
上
尾
警
察
署
内
）
ま

た
は
町
危
機
管
理
課
に
あ
り
ま
す

表
彰
式
◀

　
受
賞
者
に
は
、
9
月
下
旬
に
は

が
き
で
通
知
し
ま
す
。

　
10
月
17
日
㈯

　
イ
コ
ス
上
尾

※
表
彰
式
典
を
中
止
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す

・
　
6
月
1
日
㈪
〜
8
月
18

日
㈫
に
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会

 

７
７
１

－

４
１
７
６
ま
た
は

危
機
管
理
課 

 

２
２
８
５
へ

6
月
23
日
～
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間

「
あ
な
た
ら
し
さ
が
、
社
会
の
チ
カ
ラ
」

　
「
男
だ
か
ら
」「
女
だ
か
ら
」と
い

う
理
由
で
、
我
慢
し
て
き
た
こ
と

や
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？
多
様
な
生
き
方
を
尊

重
し
、
す
べ
て
の
人
が
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
活
躍
で
き
る
豊
か
な
人
生

を
築
く
た
め
に
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
人
権
推
進
課 

 

２
２
４
１

夏
休
み
期
間
中
の

児
童
ク
ラ
ブ
の
登
録
受
付

受
付
期
間
▼
6
月
1
日
㈪
～
22
日

㈪
（
土
日
除
く
）
※
厳
守

申
請
書
類
▼
①
登
録
申
請
書
②
家

庭
状
況
調
査
書
③
就
労
証
明
書
等

④
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
に
関
す
る
留

意
事
項
兼
同
意
書
⑤
児
童
ク
ラ
ブ

利
用
延
長
申
請
書
（
希
望
者
の

み
）
⑥
辞
退
届
（
長
期
休
暇
期
間

に
利
用
す
る
場
合
は
、
申
請
時
に

提
出
）

※
案
内
や
申
請
書
な
ど
は
、
子
育

て
支
援
課
ま
た
は
児
童
ク
ラ
ブ
で

配
布

　
小
学
1
～
6
年
生

利
用
期
間
▼
給
食
終
了
日
の
翌
日

か
ら
給
食
開
始
日
の
前
日
ま
で

　
各
児
童
ク
ラ
ブ
ま
た
は
子
育

て
支
援
課

　
ア
ン
フ
ィ
ニ
埼
玉
支
店 

 

０
４
８

－

７
９
３

－

４
０
１
２

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
新
築
・
増
築
し
た
家
屋
は
、
建

築
材
料
・
床
面
積
な
ど
を
調
査
し
、

料
を
納
付
（
追
納
）
で
き
、
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
と
同
じ
年
金

額
を
受
け
取
れ
ま
す
。

　
3
年
度
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
追

納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料

に
一
定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、

早
め
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
保
険
医
療
課 

 

２
１
７
３

防
災
行
政
無
線
の
訓
練
放
送

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
か
ら
送
ら
れ
て
く
る

国
か
ら
の
情
報
を
お
伝
え
す
る
た

め
、
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

当
日
は
、
町
の
防
災
行
政
無
線
か

ら
訓
練
放
送
が
流
れ
ま
す
。

　
①
6
月
3
日
㈬
11
時
②
6
月

17
日
㈬
10
時

放
送
内
容
（
案
）
◀

①
（
チ
ャ
イ
ム
音
）

＋
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
。」
×
3
回

＋
「�

こ
ち
ら
は
、
防
災
伊
奈
町
で

す
。」

＋
（
チ
ャ
イ
ム
音
）

②
（
チ
ャ
イ
ム
音
）

＋
「�

こ
ち
ら
は
、
防
災
伊
奈
町
で

す
。
た
だ
い
ま
か
ら
訓
練
放

送
を
行
い
ま
す
。」

＋
（
緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム
音
）

＋
「�

緊
急
地
震
速
報
。
大
地
震
で

す
。
大
地
震
で
す
。
こ
れ
は

訓
練
放
送
で
す
。」
×
3
回

＋
「�

こ
ち
ら
は
、
防
災
伊
奈
町
で

す
。
こ
れ
で
訓
練
放
送
を
終

わ
り
ま
す
。」

＋
（
チ
ャ
イ
ム
音
）

　
危
機
管
理
課 

 

２
２
８
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
（
予
約
制
）

　
6
月
13
日
㈯
8
時
30
分
～
12

時
（
11
時
30
分
最
終
受
付
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
以
外
の

業
務
は
行
い
ま
せ
ん

※
日
程
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

　
住
民
課

　
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）、

本
人
確
認
書
類
、
通
知
カ
ー
ド

※
詳
し
く
は
、
電
話
予
約
時
に
ご

案
内
し
ま
す

・
　
6
月
12
日
㈮
ま
で
に
、

住
民
課 

 

２
１
１
５
へ

町税の納期のお知らせ
町県民税（普通徴収）　1 期納期限 6月30日㈫

納税は便利・確実な「口座振替」で キャッシュカードでの口座振替申込対象金融機関
⃝埼玉りそな銀行　⃝武蔵野銀行　⃝埼玉縣信用金庫
⃝さいたま農業協同組合　⃝ゆうちょ銀行収税課窓口では、口座振替依頼書の提出のほ

かに、キャッシュカードと暗証番号で簡単に
口座振替の申し込みができます。 ※口座振替は、申込月の翌月末以降の納期限から開始

詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問　収税課   2142

タウン情報伊奈町役場 721 ‐ 2111（代）
〒362-8517　埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地

…内容
…持ち物
…講師

…日時 …場所 …対象 …定員
…費用・参加費（記載のないものは無料）
…申込 …問合せ
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